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１. 17年 9月中間期の業績（平成 17年 4月 1日 ～ 平成 17年 9月 30日）
(1)経営成績 （百万円未満切り捨て）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 17年  9 月中間期 18,431 - 275 - 598 -

 17年  3 月期　　　　 13,029 - 64 - 258 -

百万円 ％ 円 銭 円 銭

 17年  9 月中間期 1,027 - 19 66 19 19

 17年  3 月期　　　　 1,677 - 32 62 32 25
(注) ①持分法投資損益 17年 9月中間期       -     百万円     17年 3月期       -     百万円
      ②期中平均株式数 17年 9月中間期     52,243,203株      17年 3月期    51,405,180 株 
      ③会計処理の方法の変更 無
      ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率
      ⑤平成17年3月期は決算期変更により5ヶ月間となっているため、対前期増減率を表示しておりません。

(2)配当状況

円　　銭 円　　銭

 17年  9 月中間期 0.00 －
 17年  3 月期　　　　 － 0.00

(3)財政状態 （百万円未満切り捨て）

百万円 百万円 ％ 円　　銭

 17年  9 月中間期 18,911 12,454 65.9
 17年  3 月期　　　　 13,975 8,426 60.3
(注) ①期末発行済株式数 17年 9月中間期      56,436,800株 17年 3月期   51,453,200 株 

      ②期末自己株式数 17年 9月中間期      　　346,300株 17年 3月期        346,600株 

(4)キャッシュ･フローの状況 （百万円未満切り捨て）

百万円 百万円 百万円 百万円

 17年  9 月中間期 2,028 554 2,994
 17年  3 月期　　　　 △708 △1,075 8

２. 18年 3月期の業績予想（ 平成 17年 4 月 1日  ～  平成 18年  3月 31日 ）
　

百万円 百万円 百万円

通　　 期 36,500 △400 0

(注)　上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因

　　 　によって予想数値と異なる場合があります。

売    上    高

220.67
163.78

8,140
2,596

財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー

売　　上　　高 営　業　利　益 経　常　利　益

潜在株式調整後1株当たり

営業活動による 投資活動による

中間（当期）純利益
中間（当期）純利益 1株当たり中間（当期）純利益

総  資  産 株  主  資　本 株主資本比率 １株当たり株主資本

1株当たり中間配当金

円　　銭 円 　 銭

0.00 0.00

経　常　利　益 当　期　純　利　益
　 １株当たり年間配当金
期　　末

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期　末　残　高

１株当たり年間配当金
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１．経営方針 
 

（１）経営の基本方針 

当社は安全運航を第一に考え、更にはお客様にご支持頂ける運賃と適切なサービスを提供する事を経営理念として、

事業を行っております。この理念に基づき、以下に掲げる経営方針を実践しております。 

 

 運航路線  

 国内定期路線につきましては、東京国際空港（羽田空港）を基幹空港とし、東京（羽田）=福岡線を９往復、東京

（羽田）=鹿児島線を４往復、東京（羽田）=徳島線を４往復、東京（羽田）=大阪（関西）線を４往復、合計 21 往復

42 便／日の運航をしております。また、東京（羽田）=那覇線につきましては、高需要期を中心に週５往復の季節運

航をしております。 

今後は羽田空港発着枠を最大限に活用するべく、同空港を発着する高需要路線への運航路線の集約を進め、その後、

その他の空港間を結ぶ新たな路線の開設等についても視野に入れ、国内定期路線の運航をさらに拡充させお客様の利

便の向上を図ります。 

 国際線につきましては、東京（羽田）=ソウル（仁川）の深夜チャーター便を毎週末に２往復運航しておりました

が、国内定期路線の再編・充実を優先させることを目的として国際線の運航を休止いたいしております。 

 

 コスト  

運航資源をはじめとするあらゆる事業資源の運用効率を高めるとともに、より合理的で最適な経営資源の導入を積

極的に推進することにより事業構造を改革します。また、日常の様々な業務プロセスを徹底的に見直し、改善を図る

ことにより総体的なコスト削減を図ります。 

 

 サービス 

お客様にとってご納得いただける運賃とご予約から目的地ご到着まで適切なサービスを提供することにより、お客

様の信頼にお応えいたします。 

 

 航空機材  

使用機材については、当社就航以来使用している Boeing 社製 767 型機を主力に据え、蓄積してきた整備・運航の

技術品質を基に、新たに Boeing 社製 737－800 型機（新造機）を継続的に導入することとし、運航路線および多頻度

運航に適合した高品質で低コストな機材の充実に図ります。 
 

（２）利益配分に関する基本方針 

配当政策につきましては、利益の状況、企業体質の強化、今後の事業展開に必要な内部留保状況等を勘案して、決定す

る方針を採用しております。引続き企業体質の強化を推進し、可能な限り早期に配当原資を確保できるよう努めてまいり

ます。 
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（３）中長期的な会社の経営戦略 

確固たる事業性を有しつつ公共性にも配慮した航空会社となる様、以下の事項を戦略目標として今後の事業運営を

行うものといたします。 

 

①「安全性の確保を事業遂行の基本とし、顧客に適切な価格で快適な航空運送を提供する。」 

安全性の確保を至上命題とし航空運送事業の遂行にあたると共に、より多くのお客様に適切な価格で気軽に航空機

を利用してもらえるような航空会社を目指します。 

 

②「景気や競争環境ならびに需要の変動に影響されにくい強靭な企業体質を構築する。」 

航空運送事業は航空機を使用する輸送事業であるという性格上、景気に影響されやすく、為替や原油価格、また競

争や需要の変動を受け易いため、経営資源を集中するとともにシステム開発力の充実・コスト削減・財務体質強化等

により、それに打ち克つことの出来る企業体質を構築します。 

 

③「既成概念を克服し競争力のある航空会社として成長を続ける。」 

当社は就航以来、お客様に選ばれる運賃・サービスの提供に努めてきた結果、社会にその存在が認知され、発着枠

をはじめとする運航環境面において競争促進枠や新規優遇枠の設定などにより、羽田空港発着枠を確保してまいりま

した。今後は、発着枠のみならず航空輸送事業を取り巻く現状について、公正かつ合理的な事業環境の形成を求め、

更なる健全な事業拡大を行い競争力のある航空会社として自立いたします。 

 

 

（４）会社の対処すべき課題 

① 営業収入基盤の安定化 

経済情勢に応じた適正な航空運賃の浸透、路線毎の市場特性ならびに季節要因等を勘案した営業施策の展開、およ

び販売流通経路における業務処理効率の改善策により旅客営業収入の持続的な拡充を図ります。 

 

② 運航品質の向上 

整備体制の自立化の推進と航空機予備部品の拡充を積極的に図ることにより、機体整備を起因とする運航便の遅延

や欠航便の発生を極力抑制することに努めます。また、地上作業においても業務の見直しを進め、出発時刻の遅延防

止等、総合的な運航品質の向上に努めます。 

 

③ 業務効率化によるコスト削減と人材の育成強化 

新型機（Boeing 社製 737－800 型機）の導入、運航路線の再編成については、自立化による運営体制を基本方針と

し、運航路線の環境に適応した体制を適切に選定するとともに、海外の委託先を視野に入れ、常にコストパフォーマ

ンスを追及した事業構造の構築を図ります。 

また、それぞれの分野での高い専門性の習得はもとより、企業理念に基づく士気の高い人材の育成を強化し、柔軟

で機動力のあるポテンシャルを蓄積していきます。 
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（５）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況 

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

企業価値の向上を図るため、透明性と健全性の高い、より効率的な経営の実現を果たしていくコーポレート・ガバ

ナンス（企業統治）の強化に取り組んでおります。 

 

② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

当社は取締役５名、監査役４名（うち３名は社外監査役）の経営体制となっており、業務執行上の重要な案件につ

きましては、代表取締役社長が議長を努める取締役会において意思決定を行っております。 

監査役会は監査役４名で構成され、取締役会をはじめ重要な会議に出席し、経営全般に関する客観的かつ公正な意

見陳述を行い、取締役の業務執行に対しての適法性を監査しております。 

取締役会の定める基本方針に基づき、経営の個々の業務執行を審議・決定する機関として本部長会を設定しており

原則隔週開催しております。 

また、代表取締役社長の直轄部門として監査室および安全推進委員会を設置し、法令・規程の遵守や安全意識の徹

底並びに品質向上を重視する観点から、監査室は業務の適法な遂行状況、リスク管理への対応などを含めた業務の妥

当性等の監査（内部監査）を行い、安全推進委員会は飛行の安全に対する様々な阻害要因の発見・抽出・分析・防止

対策の提言を継続的に行っております。 

会計監査につきましては、中央青山監査法人が商法および証券取引法に基づく監査を実施しております。 

業務執行および監督に係わるコーポレートガバナンスシステムは以下のとおりです。 

 

 
 

 
            選任・解任                選任・解任 
                          
 
 
 
            業務監査 

会計監査 
    

 
選任・解任   会計監査 
 
 
 
 

内部監査                    提言・助言 

 

 

③ 会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

 当社は、社外取締役はおりません。また、社外監査役のうち１名は公認会計士を選任しておりますが、当社との利害関

係はありません。 
 

 
 
 
 

 

監査役会 監査役４名(1名常勤) 

株主総会 

取締役会 取締役５名 

会計監査人 

代表取締役社長 

本部長会 

監査室 安全推進委員会 
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④ コーポレート・ガバナンスの充実に向けた当中間期における取り組み 

1. 当社では執行管理機能の充実化を目的に執行役員制度を導入しておりますが、これまでの総務人事本部長

に加え、運航本部長を任命し、体制強化を図りました。 

2. 監査役・監査室による厳格な業務監査の実施、半期毎に実施される監査法人による会計監査および四半期

毎のレビューを実施しました。 

3. 経営の公正性、透明性の確保の観点から、マスコミ等に対する広報活動およびホームページにおける企業・

IR 情報などの情報開示の充実に努めました。 

4. 個人情報保護法への対応を含む「情報セキュリティー」につきましても、引き続き、取り組みの強化を進

めております。 
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 ２．経営成績及び財政状態 
 

（１）当中間期の概況 

当期におけるわが国経済は、企業収益の改善が底固く進んでおり、その影響により個人消費も増加傾向にあり、引

き続き、緩やかな回復基調にあります。一方、原油価格の高騰により国内企業物価は上昇しており、一部の業態にお

いては価格転嫁をせざるを得ない環境にあり、本格的な景気回復は予断を許さない状況にあります。 

航空業界におきましては、国内旅客運送市場の回復傾向で推移する中、原油価格の高騰による燃料費負担のさらな

る増加により経営合理化効果が相殺されるなど厳しい経営環境が続いております。 

こうした中、当社では、航空機６機体制による東京=福岡線（９往復）、東京＝鹿児島線（４往復）、東京＝徳島線

（４往復）、東京＝関西線（４往復）の定期運航、および夏季に限定して東京＝那覇線（週５往復）を運航いたしま

した。 

期初当初、全般的に落ち込み傾向にあった搭乗者数も夏場以降、東京＝福岡線および東京＝鹿児島線につきまして

は、着実に回復してきております。東京＝徳島線、および東京＝関西線につきましては、残念ながら搭乗者数が低迷

しており、運航路線の明暗が分かれることとなりました。一方、新たな航空輸送市場の開拓を目指した深夜帯を利用

しての東京＝那覇線については、予想を大幅に上回る搭乗実績をあげることができ、今後の当路線をはじめとする同

様な路線の運航基盤を形成することができました。 

国際線事業につきましては、本年７月まで深夜帯での東京=ソウル（仁川）のチャーター便を毎週末 2 往復運航し

ておりましたが、国内運航路線の充実をはかるため、当面の間、休止することといたしました。 

貨物・郵便事業につきましては、堅実な収益を維持し安定的な収益基盤となっております。 

一方、事業費につきましては、整備業務の自社化への移行による体制強化および整備委託先の見直しによる整備費

の削減をはじめ運航コストの低下を図りましたが、原油価格の高騰による燃料費負担が大幅に増加したため自助努力

によるコスト低減効果が減殺される結果となりました。 

運航能力の強化として、自社操縦士や整備士の養成をはじめ、新型機（Boeing 社製 737－800 型機）の運航体制整

備は計画どおり進捗しております。今後とも自社の技術力の蓄積を高め、より一層の安全運航に努めてまいります。 

販売面については、代理店での旅客取扱量の低下原因の一つであった取次業務のシステム化を図り、順次、各代理店

への導入を積極的に展開しており、ネット販売専業業者との提携等と合わせて、販売チャネルの整備・強化を進めて

おります。 

中間期におきまして、子会社等売却、過年度航空機修理に係る受取保険金、固定資産売却等により特別利益 495 百

万円を計上しております。また、運航休止を決定した路線の固定資産につきましては、減損処理を適用し、特別損失

52 百万円を計上しております。 

なお、国内定期路線ならびに国際チャーター便の搭乗実績は次のとおりであります。 

 
 

平成 17 年 
 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

第 10 期 

中間期平均 

東京＝福岡線 59% 58% 60% 66% 77% 76% 66% 

東京＝鹿児島線 52% 53% 51% 54% 71% 66% 58% 

東京＝徳島線 38% 40% 37% 41% 50% 51% 43% 

東京＝関西線 20% 21% 24% 35% 47% 39% 31% 

東京＝那覇線 ― ― ― 76% 90% 80% 82% 

東京＝仁川線 88% 84% 98% 94% ― ― 90% 
 

以上の結果、当期における事業収益は 18,431 百万円、経常利益は 598 百万円、当期純利益は 1,027 百万円を計上

することとなりました。 

 なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。 
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（２）通期の見通し 

下期におきましては、平成 18 年２月 16 日から東京＝神戸線（７往復／日）を加え、航空機８機体制による合計 28

往復 56 便／日の運航体制となります。 

既存路線のうち、東京＝関西線および東京＝徳島線については、搭乗数の改善が期待できないこと、新たに就航す

る東京＝神戸線については、下期における運航期間が短期間であることから、旅客収入全体の大幅な回復が困難な状

況になる見込です。 

なお、将来の高需要路線への路線集約化を実現するため、既存路線のうち東京＝関西線、東京＝鹿児島線、東京＝

徳島線については、当期末および来期期初にかけて、順次運航を休止することとしております。 

貨物郵便事業につきましては、引き続き、月間１億円程度の安定的収益が見込まれます。 

一方、原油高騰に伴う燃料費負担の上昇の影響は不可避と判断しておりますが、運航コストの抑制、運送サービス

の見直し等、すべての業務について抜本的に改善を図り、燃料費の上昇分を自助努力で吸収することに努め、運賃へ

の転嫁をしない方針を堅持することにしております。 

なお、平成 17 年 12 月および平成 18 年２月の新型機（Boeing 社製 737-800 型機（新造機 177 席））２機の導入、同

型機による運航基盤の形成および神戸空港における空港拠点開設等の事業計画どおりの整備を進めてまいります。 

以上のとおり、事業基盤の強化やさまざまな収支改善策に取り組んでおりますが、今期業績につきましては、燃料

費負担の増大や東京＝関西線の低迷等から当初予想を下回る見込みとなり、通期の見通しを以下のとおり修正いたし

ます。 

 

平成 18 年３月期の業績予想（平成 17 年４月１日～平成 1８年３月 31 日） 

 修正予想 
当初予想 

（平成17年5月17日公表） 
増減 

売上高 
百万円 

36,500 
百万円 

38,500 
百万円 

△2,000 

経常利益 
百万円 

△400 
百万円 

1,500 
百万円 

△1,900 

当期利益 
百万円 

0 
百万円 

1,400 
百万円 

△1,400 
 

なお、上記の予想は発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後さまざまな要

因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
 
 
 

（３）財政状態 

 当中間期における総資産は、主として新株発行による資金調達に伴う現金および預金勘定の増加により、前期末

と比較して 4,935 百万円の増加となりました。 

 一方、負債は、主として未払消費税等、定期整備引当金の増加に伴い 908 百万円の増加となりました。 

 また、資本は、中間純利益が 1,027 百万円となったことに加え、前述の新株発行により資本金と資本準備金が、

それぞれ 1,499 百万円増加した結果、前期末と比較して 4,027 百万円の増加となりました。 
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① キャッシュ・フローの状況 

  当中間期におけるキャッシュ･フローは、前期末と比較して 5,543 百万円増加し、当中間期末の現金及び現金同

等物残高は、8,140 百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。 

 なお、前事業年度は決算期の変更に伴い、平成 16 年 11 月１日から平成 17 年３月 31 日までの５ヶ月間であった

ため、前年同期との増減金額の比較を行っておりません。 

 

（営業キャッシュ・フロー） 

 当中間期におきましては、税引前中間純利益 1,037 百万円に減価償却費等の非資金性項目を加算し、営業活動に

係る債権・債務の加減算を行った結果、2,028 百万円のキャッシュインフローとなりました。 

 （投資キャッシュ・フロー） 

  当中間期におきましては、主として航空機部品の購入・空港設備の拡充を目的とした設備投資等を行う一方、予

備エンジン２基のセールス＆リースバックにより、554 百万円キャッシュインフローとなりました。 

（財務キャッシュ・フロー） 

  当中間期におきましては、新規就航路線開設および次期主力航空機機材導入を含む収益基盤の確立を目的とし、

新株の第三者割当による2,979百万円の資金を調達した結果、2,994百万円のキャッシュインフローとなりました。 

 

② キャッシュ・フローの指標 

 平成 16 年 10 月期 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 8.5 24.7 ― 60.3 65.9 
時価ベースの自己資本比率
（％）  178.9 232.0 ― 379.6 161.4 

債務償還年数（年） 5.7 2.0 ― ― ― 
インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）  20.5 24.3 ― ― ― 

（注）自己資本比率           ：自己資本／総資産 

  時価ベースの自己資本比率     ：株式時価総額／総資産 

  債務償還年数           ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により計算しております。 

※営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている負債を対象と

しております。 

※利払いは、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

※平成 17 年３月期中間は、決算期変更のため存在しておりません。平成 17 年３月期決算は、営業キャッ

シュ・フローがマイナスであり有利子負債及び利息の支払額が無いため、債務償還年数及びインタレス

ト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。平成 18 年３月期中間は、有利子負債及び利息の支払       

額が無いため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 
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３．事業等のリスク 
 

 当社の経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項について以下のとおり

であります。当社はこれらのリスクを認識した上でその発生の回避および発生した場合の対応に努める所存でありま

す。 

 なお、記載事項のうち将来に関する事項については決算短信発表日（平成 17 年 11 月 15 日）現在において当社が

判断したものであります。 

(1) 事業基盤の特異性について 

 当社は東京国際空港（羽田空港）を発着する路線を中核として事業展開を図っておりますが、同空港の発着枠につ

いては、航空法による混雑飛行場に係る特例の適用を受けております。平成 17 年 10 月 13 日に国土交通省から同空

港の新規航空会社および既存新規航空会社に新たに優先的に配分される発着枠のうち、当社に７枠の配分が決定され、

現在、当社が使用できる同空港の発着枠は 28 枠となりました。今後、同空港の運用能力等の拡大や他の航空会社が

使用状況の変更等、同空港の使用環境の変化の時期が到来するまでの間、同空港における当社の発着枠は増加しない

可能性があります。 

 

(2) 競合他社への一部業務依存について 

 日本国内では航空運送事業の基盤をなす運航、航空機整備等に関連する業務については、事実上、大手航空会社し

か委託先が存在しないため、当該業務のうち自社にて実施不可能な一部業務を航空運送事業において競合する大手航

空会社に依存しております。 

 

 (3) 戦争・テロリスク等の影響について 

 国際的な戦争・テロ等が発生した場合には、日本国内においても保安対策の強化に伴う航空会社の負担増や航空保

険料の上昇等により関連費用が増加する可能性があります。 

 

 (4) 原油価格の上昇に伴う燃料費への影響について 

 当社の燃料費は原則的に原油価格水準の影響を直接的に受けております。今後の国際的な原油市場の需給バランス

や産油国の政治情勢等の影響に伴う原油価格水準の変動によっては燃料費が上昇する可能性があります。 

 

 (5) 人材の確保について 

 運航に従事するもの（操縦士、副操縦士、運航管理者）、航空機の整備に従事するもの（整備士）については、航

空法に定める資格が必要です。当該有資格者については国内他社の経験者を中心に人材を確保しておりますが､雇用

市場の流動性が低いため相当数の有資格者を一時に確保することは困難な状況であります。その対策として、自社養

成による有資格者の育成を進めておりますが、資格取得までは一定期間の教育訓練を必要とするため、事業拡大の時

期ならびに規模について制約を受ける可能性があります。 

 

 (6) 航空機材の選定について 

 当社の使用機材は Boeing 社製 767-300 型機（B767 型機）を中核機として事業を展開して参りましたが、市場規模

を勘案すると小型機材（Boeing 社製 737-800 型機）の方が適切である路線もあるため、今後は両機種を運用できる生

産体制を整備していく必要があります。 
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 (7) 使用機材の経年化に伴う整備費の増加ついて 

 1 号機（JA767A）、2 号機（JA767B）については導入後 7年を経過しており、また、平成 16 年 12 月に導入しました

6号機（JA767E）についても製造後 11 年を経過している機材のため、それぞれの機体およびエンジンの定期点検にお

ける整備対象範囲が増加するため整備費が増加する可能性があります。  
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４．中間財務諸表等 
（1）中間貸借対照表 

  当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比 

（％） 金額（千円） 構成比 
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金  7,088,959   2,545,552   

２ 営業未収入金  1,829,427   2,735,260   

３  有価証券  1,051,132   51,120   

４ 未収入金  311,617   285,644   

５ 前払費用  1,382,428   919,423   

６ 未収消費税等  ─   585,220   

７ その他  16,040   17,119   

 貸倒引当金  △58,281   △40,642   

流動資産合計   11,621,323 61.4  7,098,699 50.8 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産 ※１       

(1) 航空機材  665,428   1,873,860   

(2) その他  1,147,751   773,633   

計  1,813,179   2,647,494   

２ 無形固定資産  33,964   38,701   

３ 投資その他の資産        

(1) 関係会社株式  ─   52,000   

(2) 長期前払費用  300,650   185,626   

(3) 敷金・保証金  1,603,527   1,424,900   

(4) 長期預け金  3,410,590   2,366,023   

(5) その他  25,990   23,810   

(6) 貸倒引当金  △12,145   △12,465   

計  5,328,613   4,039,896   

固定資産合計   7,175,756 38.0  6,726,092 48.1 

Ⅲ 繰延資産   114,863 0.6  151,208 1.1 

資産合計   18,911,943 100.0  13,975,999 100.0 
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  当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比 

（％） 金額（千円） 構成比 
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１ 営業未払金  1,926,741   2,180,277   

２ 未払金  232,727   349,410   

３ 前受旅客収入金  901,175   864,368   

４ 未払消費税等  271,773   ─   

５ 賞与引当金  246,771   230,000   

６ 定期整備引当金  1,064,049   888,754   

７ その他  459,125   405,408   

流動負債合計   5,102,364 27.0  4,918,219 35.2 

Ⅱ 固定負債        

１ 定期整備引当金  1,324,422   600,633   

２ その他  31,046   30,387   

固定負債合計   1,355,469 7.1  631,021 4.5 

負債合計   6,457,833 34.1  5,549,240 39.7 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※２  3,663,130 19.4  2,163,157 15.5 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金 ※２ 6,162,578   4,662,604   

２ その他資本剰余金  15,229   15,199   

資本剰余金合計   6,177,807 32.7  4,677,804 33.5 

Ⅲ 利益剰余金        

中間（当期）未処分利益   2,704,380 14.3  1,677,085 12.0 

利益剰余金合計        

Ⅳ 自己株式   △91,208 △0.5  △91,287 △0.7 

資本合計   12,454,109 65.9  8,426,759 60.3 

負債資本合計   18,911,943 100.0  13,975,999 100.0 
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 （2）中間損益計算書 

  
当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度要約損益計算書 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 百分比 

（％） 金額（千円） 百分比 
（％） 

Ⅰ 事業収益   18,431,412 100.0  13,029,167 100.0 

Ⅱ 事業費   17,013,480 92.3  11,897,590 91.3 

営業総利益   1,417,931 7.7  1,131,576 8.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,142,703 6.2  1,066,924 8.2 

営業利益   275,228 1.5  64,652 0.5 

Ⅳ 営業外収益 ※１  349,629 1.9  209,307 1.6 

Ⅴ 営業外費用 ※２  26,098 0.1  15,327 0.1 

経常利益   598,759 3.3  258,632 2.0 

Ⅵ 特別利益 ※３  495,417 2.7  1,566,599 12.0 

Ⅶ 特別損失 ※４  56,909 0.3  140,465 1.1 

税引前中間（当期）純利
益   1,037,268 5.7  1,684,766 12.9 

法人税、住民税及び事業
税   9,973 0.1  7,680 0.0 

中間（当期）純利益   1,027,294 5.6  1,677,085 12.9 

前期繰越利益又は繰越
損失（△）   1,677,085   △4,484,806  

減資による繰越損失補
填額   ─   4,484,806  

中間（当期）未処分利益   2,704,380   1,677,085  
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 （3）中間キャッシュ・フロー計算書 

  
当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税引前中間（当期）純利益  1,037,268 1,684,766 

２ 会社分割に伴う営業移転利益  ─ △1,563,106 

３ 関係会社株式売却益  △117,095 ─ 

４ 関係会社株式売却損  163 ─ 

５ 関係会社株式評価損  ─ 104,800 

６ 減価償却費  373,062 331,436 

７ 減損損失  52,110 ─ 

８ 長期前払費用償却額  25,829 17,508 

９ 新株発行費  20,932 12,800 

10 投資有価証券売却益  △17,972 △42,000 

11 貸倒引当金の増減額（△は減少額）  17,319 △1,828 

12 賞与引当金の増加額  16,771 230,000 

13 定期整備引当金の増加額  899,084 191,270 

14 受取利息及び配当金  △404 △521 

15 為替差益  △29,919 △53,962 

16 固定資産売却益  △124,007 ─ 

17 固定資産除却損  1,778 35,665 

18 売上債権の増減額（△は増加額）  905,833 △1,072,467 

19 棚卸資産の減少額  49 2,700 

20 前払費用の増加額  △463,004 △213,834 

21 未収入金の増加額  △25,972 △93,945 

22 長期預け金の増加額  △1,044,566 △437,386 

23 仕入債務の増減額（△は減少額）  △250,507 653,344 

24 前受旅客収入金の増加額  36,806 205,290 

25 未払金の減少額  △30,690 △254,710 

26 未収消費税等の増減額（△は減少額）  585,220 △585,220 

27 未払消費税等の増減額（△は減少額）  271,773 △148,951 

28 その他の資産の増減額（△は増加額）  △139,869 53,362 

29 その他の負債の増加額  36,448 264,607 

小計  2,036,439 △680,382 

30 利息及び配当金の受取額  320 521 

31 法人税等の支払額  △7,832 △28,184 

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,028,927 △708,045 
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当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 投資有価証券の取得による支出  △1,052,634 ─ 

２ 投資有価証券の売却による収入  1,070,606 495,180 

３ 有形固定資産の取得による支出  △1,079,881 △1,662,580 

４ 有形固定資産の売却による収入  1,564,580 ─ 

５ 無形固定資産の取得による支出  △1,135 △71,489 

６ 敷金・保証金の差入による支出  △118,611 △188,983 

７ 敷金・保証金の返還による収入  4,913 351,810 

８ 貸付金の回収による収入  320 200 

９ 関係会社株式の売却による収入  168,831 ─ 

10 出資による支出  △2,400 ─ 

投資活動によるキャッシュ・フロー  554,588 △1,075,863 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 株式の発行による収入  2,979,014 ─ 

２ 新株予約権の発行による収入  15,786 ─ 

３ 自己株式の取得による支出  ─ △23,669 

４ 自己株式の売却による収入  108 45,069 

５ 新株発行費  ─ △12,800 

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,994,909 8,600 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △35,008 35,018 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△は減少
額）  5,543,418 △1,740,290 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  2,596,673 1,176,995 

Ⅶ 合併に伴う現金及び現金同等物の増加
額  ─ 3,159,969 

Ⅷ 現金及び現金同等物中間期末（期末）残
高 ※１ 8,140,091 2,596,673 
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 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年３月31日） 

(1) 有価証券等 (1) 有価証券等 

①子会社株式及び関連会社株式等 ①子会社株式及び関連会社株式等 

 移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

同左 

②その他有価証券 ②その他有価証券 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２ 固定資産の減価償

却の方法 建物（附属設備を除く） 建物（附属設備を除く） 

   定額法を採用しております。 

 なお、耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

同左 

  建物          10年   

  その他の有形固定資産 その他の有形固定資産 

   定率法を採用しております。 

 なお、耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

同左 

  建物附属設備   ３年～15年 

航空機材        10年 

車輌運搬具    ２年～６年 

器具備品     ３年～20年 

  

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

   定額法を採用しております。 

 ただしソフトウェア（自社利用分）に

つきましては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。 

同左 

  (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

   定額法を採用しております。 同左 

(1) 新株発行費 (1) 新株発行費 ３ 繰延資産の処理方法 

支払時に全額を費用として処理してお

ります。 

同左 

 (2) 開発費 (2) 開発費 

  商法施行規則の規定する償却期間（5年

間）により、毎期均等償却しております。 

同左 

４ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

   債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

同左 

  (2）賞与引当金 (2)賞与引当金 

   従業員に対する賞与の支給に備えるため、

支給見積額に基づき計上しております。 

 従業員に対する賞与の支給に備えるため、

支給見積額に基づき計上しております。 
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項目 
当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年３月31日） 

    （追加情報） 

当期において、人事制度の改訂を行った

ことに対応し、賞与の支給額を合理的に見

積ることができることとなったため、将来

の賞与支給見積額のうち、当期の負担額を

新たに賞与引当金として計上しておりま

す。 

  (3）定期整備引当金 (3）定期整備引当金 

   航空機材の定期整備費用の支出に備

えるため、定期整備費用見積額を計上し

ております。 

同左 

５ 外貨建資産及び負

債の本邦通貨への換

算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として計上しております。 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として計上しております。 

６ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引につきましては、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理を採用し

ております。 

同左 

７ 中間キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッシ

ュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から３

ケ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

短期的な投資からなっております。 

同左 

８ その他中間財務諸

表（財務諸表）作成の

ための基本となる重

要な事項 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式を採用しております。 

同左 

 
 
中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しており

ます。これにより税引前中間純利益は52,110千円減少し

ております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の中間財務

諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しており

ます。 

 

――――――─── 
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 注記事項 

（中間貸借対照表関係） 
当中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
前事業年度末 

（平成17年３月31日） 
 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 650,319千円
  

 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 717,154千円
  

※２ 当中間期中の発行済株式数の増加 ※２      ――――――─── 

発行形態 第三者割当による新株の発行 
 

 

 
発行年月日  平成 17年 ９月 １日 

  

 

  

発行株式数 4,983,300株  
 

 
 

発行価格 2,999,946千円
  

 

 
資本組入額 1,499,973千円
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（中間損益計算書関係） 

当中間会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

前事業年度 
自 平成16年11月１日 
至 平成17年３月31日 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 
 

為替差益 217,601千円
  

 
為替差益 73,571千円

  
※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 
 

新株発行費 20,932千円
  

 
新株発行費 12,800千円

  
※３．特別利益のうち主要なもの 
 

保険金収入 253,995千円
   

固定資産売却益 124,007千円
   

子会社株式売却益 117,095千円
  

※３．特別利益のうち主要なもの 
 

会社分割に伴う営業移転利益 1,563,106千円

  

  
※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの 
 

減損損失 52,110千円
  

 
関係会社株式評価損 104,800千円

  
 当中間会計期間において、当社は以下の資産グループ

について、減損損失を計上しました。 
   

場所 用途 種類 減損損失 

関西空港支店  

（大阪府泉南郡） 

空港業務 

旅客業務 

建物他 16,821千円

徳島空港支店  

（徳島県板野郡） 

空港業務 

旅客業務 

建物他 11,945千円

鹿児島空港支店 

（鹿児島県姶良郡） 

空港業務 

旅客業務 

建物他 23,343千円

計   52,110千円
 

 
固定資産除却損 

建物 15,657千円

車両 422千円

備品 14,648千円

ソフトウェア 103千円

商標権 4,491千円

長期前払費用 343千円

計 35,665千円
  

当社は航路別に資産グループを決定しております。 

東京（羽田）－大阪（関西）、東京（羽田）－徳島及

び東京（羽田）－鹿児島路線については、運航休止を決

定したため、減損損失（建物他52,110千円）を特別損失

に計上いたしました。 

なお、減損対象資産につきましては、回収可能価額を

零としてその金額を減損損失として計上しております。 
 

 

５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 
 

有形固定資産 331,376千円

無形固定資産 5,340千円
  

 
有形固定資産 253,956千円

無形固定資産 4,790千円
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 
 
現金及び預金勘定 7,088,959千円 

有価証券（マネー・マネージメント・ファンド） 

 1,051,132千円 

現金及び現金同等物 8,140,091千円 
 

 
現金及び預金勘定 2,545,552千円 

有価証券（マネー・マネージメント・ファンド） 

 51,120千円 

現金及び現金同等物 2,596,673千円 
  

 ２ 重要な非資金取引の内容 
 当期に合併したゼロ株式会社より引き継いだ資産及び

負債の主な内訳は次のとおりであります。 

また、合併により増加した資本準備金は、4,662,604千

円であります。 

 

合併により引き継いだ資産・負債 
 

流動資産 5,730,287千円
固定資産 653,355千円
資産合計 6,383,642千円

流動負債 1,810,395千円
固定負債 8,130千円
負債合計 1,818,525千円
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①リース取引関係 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

車両運搬具 267,080 238,823 28,256 

器具備品 25,500 25,500 － 

ソフトウェア 10,065 10,065 － 

合計 302,645 274,389 28,256 
  

 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

車両運搬具 267,080 214,531 52,548 

器具備品 25,500 24,752 747 

ソフトウェア 80,880 79,873 1,006 

合計 373,460 319,157 54,302 
  

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

未経過リース料中間期末残高相当額     
 

１年内 24,306千円 

１年超 6,830千円 

合計 31,137千円 
  

 
１年内 47,860千円 

１年超 11,161千円 

合計 59,022千円 
  

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 
 

支払リース料 29,068千円 

減価償却費相当額 26,046千円 

支払利息相当額 1,131千円 
  

 
支払リース料 29,770千円 

減価償却費相当額 26,878千円 

支払利息相当額 1,462千円 
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

同左 

(5）利息相当額の算出方法 (5）利息相当額の算出方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 
 

１年内 5,133,814千円 

１年超 12,114,830千円 

合計 17,248,645千円 
  

 
１年内 4,764,853千円 

１年超 13,100,633千円 

合計 17,865,486千円 
  

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 
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②有価証券関係 
当中間会計期間末（平成 17 年９月 30 日現在） 
 
１.当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）   

売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計(千円) 

1,071,960 19,325 ─ 
    

  
２.時価評価されていない主な有価証券の内容   

区分 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

マネー・マネージメント・ファンド 1,051,132 

 
 

前事業年度末（平成17年３月31日現在） 
 

１.当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成16年11月１日 至平成17年３月31日）   

売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計(千円) 

495,180 42,000 ─ 
    

  
２.時価評価されていない主な有価証券の内容   

区分 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

マネー・マネージメント・ファンド 51,120 

 
③デリバティブ取引関係 
当中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）及び前事業年度（自 平成16年11月１日 至 

平成17年３月31日） 

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

 

④持分法損益等 
当中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成16年11月１日 至 平成17年３月31日） 

 利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年３月31日） 

 
１株当たり純資産額 220円67銭

１株当たり中間純利益金額 19円66銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額 19円19銭
  

 
１株当たり純資産額 163円78銭

１株当たり当期純利益金額 32円62銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 32円25銭
  

 当社は、平成17年３月１日付で株式１株につき200株の株

式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行なわれたと仮定した

場合の前事業年度における１株当たり情報 

１株当たり純資産額 57円56銭

１株当たり当期純利益金額 36円05銭

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額 

35円95銭

  
（注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。 

 
当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり中間（当期）純利益金額   

中間（当期）純利益（千円） 1,027,294 1,677,085 

普通株主に帰属しない金額（千円） ─ ─ 

普通株式に係る中間（当期）純利益 
（千円） 1,027,294 1,677,085 

普通株式の期中平均株式数（株） 52,243,203 51,405,180 

   

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額 
  

中間（当期）純利益調整額（千円） ─ ─ 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額の算定に用いられた普通株

式増加数 

1,283,146 604,028 

（うち新株予約権（株）） （1,283,146） （604,028） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

平成17年６月23日定時株主総会

決議ストックオプション（新株予

約権） 

─ 

 普通株式  652,000 株  
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（重要な後発事象） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年３月31日） 

(路線計画について) (新株予約権の発行について) 

 平成17年10月12日の取締役会において平成18年春季か

ら新路線等の就航を決定いたしました。 

 その内容は以下のとおりであります。 

新路線等の計画 

 当社は平成17年６月23日開催の第９回定時株主総会に

おいて、商法280条ノ20および商法280条ノ21の規定に基

づき、「ストックオプションとして新株予約権を発行す

る件」を決議いたしました。 

その概略は以下のとおりであります。 

１ 株主以外の者に対して特に有利な条件をもって新株

予約権を発行する理由 

 

路線 便数 備考 

東京（羽田）
－福岡 

1 10-11往復
程度 平成18年春季より増便予定 

東京（羽田）
－神戸 

７往復程度 
平成18年２月16日より新規就航
予定 

東京（羽田）
－新千歳 

1 10-11往復
程度 平成18年春季より新規就航予定 

東京（羽田）
－那覇 

1 １-２往復
程度 

平成18年夏季より深夜定期便運
航予定 

上記の新路線等の運航に伴い、下記の路線について運

航休止する計画があります。なお、現在運航休止期間は

未定であります。 

  当社の取締役、監査役及び従業員に対し、当社の業

績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、

新株予約権を無償で発行するものであります。 

２ 新株予約権発行の要領 

(1) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

  普通株式700,000株を上限とする。 
  なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次

の算式により目的となる株式の数を調整するものとす

る。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点

で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数に

ついては、これを切捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

 

 

路線 備考 

東京（羽田）－
鹿児島 平成18年４月21日をもって運航休止予定 

東京（羽田）－
徳島 

平成18年４月21日をもって運航休止予定 

東京（羽田）－ 
大阪（関西） 平成18年３月31日をもって運航休止予定 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い

本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割

もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式

数の調整を行うことができるものとする。  

(2) 発行する新株予約権の総数 

  7,000個を上限とする。 

 （新株予約権１個につき普通株式100株。ただし、前

項(1)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の

調整を行う。） 
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当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年３月31日） 

(3) 新株予約権の発行価額 

 無償で発行するものとする。 

 

 

 

 

 

 

(4) 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額 

 新株予約権１個当たりの払込金額は、次により決定

される１株当たりの払込金額に(2)に定める新株予約

権１個の株式数を乗じた金額とする。 

 １株当たりの払込金額（以下「払込金額」とする。）

は、新株予約権の発行する日の属する月の前月の各日

(取引が成立していない日を除く。)における当社普通

株式の東京証券取引所における終値の平均値に1.025

を乗じた金額(１円未満の端数は切上げ)とする。 

 ただし、当該金額が新株予約権発行日の前営業日の

終値(取引が成立しない場合はその直近日の終値)を下

回る場合は、当該終値とする。 

 なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式

併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、

調整による１円未満の端数は切上げる。 
  

１ 調整後 
払込金額 ＝ 調整前 

払込金額 × 
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の

処分を行う場合は、次の算式により１株当たりの払込

金額を調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。 
新規 
発行 
株式数 

× １株当たり払込金額
既発
行株
式数

＋ 
新株式発行前の 
１株当たりの時価 

調整後
払込
金額

＝
調整前 
払込 
金額

× 

既発行株式数＋新規発行株式数

(5) 新株予約権の権利行使期間 

  平成19年７月１日～平成24年６月30日 

(6) 新株予約権の行使条件 

 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時にお

いても、当社の取締役、監査役及び従業員であること

を要す。 

 ただし、任期満了による退任、定年退職の場合には

（5）に定める権利行使期間の範囲内で、当該期間の開

始時、又は退任もしくは退職のどちらか遅い時点から

２年間に限り権利行使できるものとする。 

 新株予約権の質入その他の処分及び相続はこれを認

めない。 

 その他の条件については、本株主総会及び取締役会

決議に基づき、当社と対象取締役、監査役及び従業員

との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めると

ころによる。 
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当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年３月31日） 

 

 

 

 

 

 

(7) 新株予約権の消却事由及び条件 

 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が（6）に定

める規定により、権利を行使する条件に該当しなくな

った場合及び新株予約権を喪失した場合には、その新

株予約権を消却することができる。 

 この場合、当該新株予約権は無償で消却するものと

する。 

(8) 新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要す

る。 

(9) 細目事項 

 その他、新株予約権発行に必要な事項は今後の取締

役会において決定する。 

 
 
 
 
５．生産、受注及び販売の状況 
 
（1）事業別売上高明細表 

（単位：千円） 

当中間会計期間 
自 平成 17 年４月 1 日 
至 平成 17 年９月 30 日 

前事業年度 
自 平成 16 年 11 月 1 日 
至 平成 17 年 ３月 31 日 

事 業 別 科 目 （ 事 業 内 容 ） 

金     額 構成比 金     額 構成比 

国 際 線 旅客収入（国際線ﾁｬｰﾀｰ便による旅客の運送） 207,823 1.13 247,318 1.90 

旅客収入（定期の航空機による旅客の運送） 17,246,425 93.57 11,976,906 91.92 
国 内 線 

貨物収入（定期の航空機による貨物の運送） 732,152 3.97 590,122 4.53 

国際線・国内線合計 18,186,401 98.67 12,814,347 98.35 

附帯事業 附帯事業収入（航空運送に附帯関連する事業） 245,011 1.33 214,819 1.65 

合   計 18,431,412 100.0 13,029,167 100.0 

（注）前事業年度は決算期変更により５ヶ月間となっているため、増減金額の表示を行っておりません。 
 
（2）受注実績 

   当社は受注生産形態をとっておりません。よって該当事項はありません。 
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